
1/15 

国土利用計画紫波町計画（第２次）【素案】 新旧対照表 
 

※下線部が改定箇所 
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前  文 

 

 この計画は、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第８条の規定に基づき、紫波町の区

域における国土（以下「町土」という。）の利用に関する必要な事項について定める長期計

画であり、岩手県の区域において定める国土の利用に関する計画（岩手県計画）を基本とし、

地方自治法（昭和22年法律第67号）第２条第５項に規定に基づき定めた「紫波町総合開発計

画基本構想」に即して策定したものである。 

 この計画は、社会経済情勢等の推移に対応して、適宜適切な検討を行い、必要に応じて

見直しを行うものとする。 

前  文 

 

 この計画は、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第８条の規定に基づき、紫波町（以

下「当町」という。）の区域における国土（以下「町土」という。）の利用に関する基本的

事項についての計画であり、第五次国土利用計画岩手県計画（以下「岩手県計画」という。）

を基本とし、第三次紫波町総合計画で示された基本的な方向性を踏まえて、町土を総合的

かつ計画的に利用するため策定したものである。 

この計画は、社会経済情勢等の推移に対応して、適宜適切な検討を行い、必要に応じて

見直しを行うものとする。 
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[図] 国土利用計画の位置付け 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】国土利用計画法（抜粋） 

 

（国土利用計画） 

第４条 国土利用計画は、全国の区域について定める国土の利用に関する計画（以下

「全国計画」という。）、都道府県の区域について定める国土の利用に関する計画（以

下「都道府県計画」という。）及び市町村の区域について定める国土の利用に関する計

画（以下「市町村計画」という。）とする。 

 

（市町村計画） 

第８条 市町村は、政令で定めるところにより、当該市町村の区域における国土の利用

に関し必要な事項について市町村計画を定めることができる。 

２ 市町村計画は、都道府県計画が定められているときは都道府県計画を基本とするも

のとする。   

 

国土利用計画（全国計画） 

国土利用計画 
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紫波町総合計画 

国土利用計画 
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など 

紫波町農業振興 

地域整備計画 

紫波町森林 

整備計画 

基本とする 

基本とする 

紫波町都市計画 

マスタープラン

ン 

 紫波町環境・循環基

本計画 

即する 

即する 
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 Ⅰ 町土利用の現状と課題 

１ 町土利用の現状 

（１）町土の概要 

当町は岩手県の中央部西寄りに位置し、北は盛岡市、矢巾町、東及び南は花巻市、西

は雫石町に接している。また、盛岡広域の３市５町で構成する「みちのく盛岡広域連携

中枢都市圏」に属している。町域は、東西に約28キロメートル、南北に約13キロメート

ルと東西方向に細長くのびた形状をなし、総面積は238.98平方キロメートル、東に北上

高地、西に奥羽山脈が縦走し、中央には北上川が流れる豊富な自然環境に恵まれてい

る。 

交通網は、国道４号など６本の幹線道路、東北縦貫自動車道、ＪＲ東北本線、東北新

幹線が縦断し、県内の主要都市を結んでいる。特に、東北縦貫自動車道の紫波インター

チェンジは高速流通体系において大きな役割を果たしている。 

町のエリアは、大きく分けて中央部、東部、西部の３地域に区分される。中央部は、

国道４号沿いに商業施設や住宅地が連担し、ＪＲ東北本線西側には水田が広がってい

る。西部は平地に散居集落が点在し、全国有数の生産量を誇るもち米をはじめとした水

稲と畜産、野菜等の複合経営が営まれている。東部は中山間地域が多く、適度に寒暖の

差がある気候を利用した果樹栽培が盛んであり、りんごやぶどうをはじめとした県内

一の総合果樹産地となっている。 

 

（２）町土利用の状況 

令和３（2021）年における町土利用の状況をみると、農地が約23％、森林が約57％と

なっているほか、水面・河川・水路が約3％、道路が約10％、宅地が約4％、その他が約

3％となっている。また、国土利用計画紫波町計画（第１次）の基準年次である平成元

（1989）年から令和２（2020）年までの間に、農地、森林が減少し、道路、宅地等への

転換がなされているとともに、水面・河川・水路が増加している。 

 ２ 町土利用をめぐる基本的状況の変化と取り組むべき課題 

今後の町土の利用を計画するにあたっては、次のような変化を考慮し、考えられる課

題に取り組んでいく必要がある。 

 

（１）地域による人口の変化と町土への影響 

 ア 地域の状況 

当町の人口は平成25（2013）年以降減少し続けてきたが、令和２（2020）年３月末住

基人口が前年度末人口を132人上回り、７年ぶりの社会増を記録した。他方、将来推計

に対する実態を見ると、「紫波町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン」における2020

年の推計値32,201人に対して、令和２（2020）年の国勢調査人口は32,147人であり、ほ

ぼ予測どおりの緩やかな人口減少となっている。 

この状況について地域別に見た場合、異なった様相が窺える。平成27（2015）年度末

と令和３（2021）年度末の人口を比較すると、農村部では、東部地域（彦部、佐比内、

赤沢及び長岡地区）で12%減、西部地域（水分及び志和地区）で10％減であるのに対し、

中央部（日詰、古館及び赤石地区）においては３％増となっている。これは、赤石地区

を中心に、ここ５年間で約500件もの宅地造成が行われたことで、中央部への転入が増

加したことによるものである。この要因としては、矢巾町に岩手医科大学及び同大学附

属病院が移転してきたことにより宅地需要が増加し、盛岡市や矢巾町よりも求めやす
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い宅地価格帯である当町にもその影響が及んだのではないかと推察される。また、オガ

ールエリアやその周辺地域の地価や路線価の継続した上昇がみられることは、オガー

ルプロジェクトによるエリア投資が不動産価値の上昇に良い効果をもたらしていると

考えられる。 

今後も中央部における大規模な宅地開発計画や、紫波ＩＣ付近への物流拠点開発の

問合せなど、町内での民間開発の需要が活発化しているが、都市計画用途地域（以下「用

途地域」という。）内では新たに供給可能な宅地が減少傾向にあり、旺盛な民間需要に

タイムリーに応えられない状況も懸念されている。 

 

  イ 居住者の状況 

  令和２（2020）年の国勢調査によると、当町の居住者に占める町外従業者の割合は約

53％となっている。その従業地内訳をみると、盛岡市が約47％、花巻市が約18％、矢巾

町が約21％となっており、この３市町で約86％を占めている。また、昼夜間人口比率は

約81％と県内一低い状況となっている。なお、昼夜間人口比率及び３市町への従業率

は、10年前の平成22（2010）年と比較しても、ほぼ変わっていない。 

  同じく、町外通学者（15歳以上）の割合は約73％となっており、その通学地の内訳

は、盛岡市が約54％、花巻市が約16％と、この２市に約70％が通学している。この背景

には、当町は県立高校（全日制、普通科）の盛岡学区と岩手中部学区に属しており、県

内の市町村では最も多くの高校を選択できる好立地という特性も影響しているのでは

ないかと推察される。 

  このように、当町はいわゆる「ベッドタウン」としての性格が強く感じられる。その

一方で、大手民間賃貸住宅会社の居住満足度調査によると、当町は街の住みここちラ

ンキングで２年連続（2021、2022年）県内第３位となっている。また、令和２（2020）

年度に町が実施したアンケート調査では、紫波町のファンは「洗練された街並みとほ

どほどの利便性」や「自然・風土それから生まれる産物たち」に機能的な価値を見出し

ていることなどがわかり、暮らす町としても一定の評価を得ていると考えられること

から、引き続き居住環境を充実させていく必要がある。 

 

ウ 就業者の状況 

国勢調査における町の産業大分類別就業者人口の推移をみると、第３次産業と比較して、

特に１次産業の減少が顕著であり、直近 20年で見ると 6.5ポイントも減少している。 

また、町産業政策監調査研究報告書（令和２年 10月）によると、当町の認定農業者数は微

減傾向であり、新規の認定農業者が少ない中、既存の認定農業者が高齢化により更新しない

状況が増えてきている。また、農業経営体数は平成 27（2015）年では 1,344経営体あったが、

令和 12（2030）年には約半数になるとの予測がなされている。 

このように、農業の担い手は今後も減少傾向での推移が予想されることから、受け手がな

い農地が発生する可能性があるということが懸念される。農業就業者の高齢化や後継者不足

等による生産性の低下が深刻化する中で、営農等の効率化や、集落営農の推進による担い手

の確保・育成、農地集積・集約に向けた取組、更には、地域農業を支える小規模農家や兼業

農家を確保していく必要がある。 

今後、大幅な人口増加が見込めない状況下において、町土の適切な利用と管理を通じて町

土を荒廃させない取組を進めていくことが重要である。 
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（２）自然環境と美しい景観等の変化 

人口減少や産業構造の変化等による土地への働きかけの減少により、これまで人の

手が入ることで良好に管理されてきた里地里山においては、自然環境や景観の悪化、野

生鳥獣による被害の深刻化、さらには一部の侵略的外来種の定着・拡大などが懸念され

る。 

豊かな自然環境や美しい景観に囲まれた暮らしを将来にわたって享受するには、環

境負荷の低減や地球温暖化への対応が急務であり、これまで以上の意識をもって取り

組んでいく必要がある。自然環境の悪化や生物多様性の損失は、食料や水の供給、気候

の安定など、生物多様性を基盤とする生態系から得られる恵み（生態系サービス）に大

きな影響を及ぼすと考えられる。このため、町がこれまで取り組んできた循環型のまち

づくりを一層推進して自然環境を保全するとともに、生態系の有する防災・減災機能の

活用など、自然環境と調和した持続可能な経済社会システムを構築していくことが必

要である。 

 

（３）自然災害への対応の必要性 

平成 23（2011）年３月に発生した東日本大震災によって、岩手県は沿岸部を中心に

未曽有の甚大な被害を受けた。当町では津波や大規模な建物倒壊の被害はなかったも

のの、長時間の停電や燃料不足といった、これまでに経験したことのない被害が発生し

た。 

また、近年は局地的な大雨による被害が全国的に多くなっており、当町においても平

成 19（2007）年度以降、床上・床下浸水、道路・水田等の冠水、道路・河川護岸の崩壊

等、大雨による被害が増えている。町中央部では河川の増水による内水氾濫が起こり、

家屋の浸水被害を複数回受けている地域もあり、国や県と連携しながら雨水排水対策

を講じてきた。こうした中にあっても、大雨は年々局地化・激甚化する傾向にあり、住

民の日常生活を脅かしている。 

このため、防災・減災対策の強化とともに、巨大地震や大型台風、集中豪雨などの大

規模災害への対応を見据えて、従来の防災・減災対策に加え、東日本大震災の教訓とし

て、災害が発生しても人命を守り、経済社会が致命的なダメージを受けず、被害を最小

化し、すみやかに復旧・復興できる町土の構築に向けた強靱化の取組を、令和３（2021）

年２月に策定した紫波町国土強靭化地域計画に基づき進めていくことが必要である。 

さらに、遊休農地や手入れが行き届かない森林の増加に伴い、自然災害が発生しやす

くなる懸念があることから、防災と景観保全の両面から、中山間地域を含めた農地、農

業用施設（ため池、水路等）及び森林の適正管理が求められている。 
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Ⅰ 町土の利用に関する基本構想 

１ 町土利用の基本方針 

  町土は、現在及び将来における町民のための限られた資源であるとともに、生活及び

生産を通した諸活動の共通の基盤であり、その利用の在り方は、地域の発展と町民の生

活とに深いかかわりを有している。 

  このため、町土の利用は公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、地域の

自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮し、住民が健康で文化的な生活ができる

環境を確保し、町土の均衡ある発展を図ることを基本理念として、総合的かつ計画的に

行うものとする。 

  本町は岩手県の中央部西寄りに位置し、北は盛岡市、矢巾町、南は大迫町、石鳥谷町

に接しており、本州最大の圏域である盛岡地区広域市町村圏に属している。町域は、東

西に約28キロメートル、南北に約13キロメートルと東西方向に細長くのびた形状をなし、

総面積は23,926ヘクタール、東に北上山地、西に奥羽山脈が縦走し、中央には北上川が

流れる豊富な自然環境に恵まれている。 

  交通網としては、町の中央部を国道４号、東北縦貫自動車道、東北本線、東北新幹線

が縦断し、県内の主要都市を結んでいる。特に、東北縦貫自動車道の紫波インターチェ

ンジは高速流通体系において大きな役割を果たしている。 

  こうしたなかにあって、盛岡市を中心とした通勤先への郊外住宅地としての役割、都

市圏需要を対象とした生鮮食料品供給ゾーンとしての生産体制の効率化と安定化、地場

産業の育成を図るとともに、企業誘致の推進による地域への工業核としての整備、発展

が期待される。また、近年のスポーツ人口の急増と今後の交通網の整備により、更にス

ポーツ・レクリエーション利用の需要が高まるものと考えられる。したがって、町土の

利用を計画するにあたっては、本町の特色ある自然的、社会的特性を踏まえ、自然環境

の保全、公害の防止、歴史的風土の保存、治山治水及び水資源の確保などに十分配慮し、

産業の動向、生活基盤の整備及び地域社会の構造変化の方向を見極めながら、適切に対

処しなければならない。 

  このような地域特性を踏まえ、本町においては「新たな豊かさを潤いのある住み

よい地域社会の形成」を実現するため、総合的かつ計画的な土地需要の量的な調整を行

い、町土利用の質的向上を図ることを基本方針とする。 

Ⅱ 町土の利用に関する基本構想 

１ 町土利用の基本方針 

  町土は、現在及び将来における住民のための限られた資源であるとともに、生活及

び生産を通した諸活動の共通の基盤であり、その利用の在り方は、地域の発展と住民

の生活とに深いかかわりを有している。 

  このため、町土の利用は公共の福祉を優先させ、自然環境を保全しつつ、地域の自然

的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮し、住民が健康で文化的な生活ができる環境

の確保と町土の均衡ある発展につなげることを基本理念として、総合的かつ計画的に

行うものとする。 

  令和２（2020）年３月に策定した第三次紫波町総合計画では、「暮らし心地の良いま

ち」を目指す将来像に掲げ、その実現に向けて各種の取組を進めるとともに、先人が築

き守ってきた町の環境を100年後の子どもたちにより良い姿で残し伝えられるよう、総

合的かつ計画的に町土を利用するとしている。 

  町土の利用を計画するにあたっては、当町の自然的・社会的特性を踏まえ、自然環境

の保全、公害の防止、歴史的風土の保存、治山治水及び水資源の確保などに十分に配慮

し、地域社会の構造変化やニーズを機微に捉えながら、住民の生命、身体及び財産の保

護を第一とし、適切かつ柔軟に対処していくことが求められる。 

こうしたことから、第２次計画においては、「町の財産である自然環境や基幹産業で

ある農業の生産基盤を保ちつつ、住民誰もが安全に、安心して住み続けられる町につな

がる町土利用を推進する」ことを基本方針とする。 

 ２ 利用区分別の町土利用の基本方向 

  (１) 農用地 

     農用地は、将来にわたり食料の安定供給を図るための基本的な土地資源であると

ともに重要な生産基盤である。また、水及び大気の浄化機能、治水機能及び緑地空

間として良好な自然環境を保全する役割を果たしている。このため、農業振興地域

内の農用地については、無秩序な利用転換及び遊休耕作地化を抑制して、優良なる

農用地の維持保全を図ると共に、積極的に土地基盤整備を進め、生産性の向上、農

業構造の改善に努める。 

 ２ 利用区分別の町土利用の基本方向 

  (１) 農地 

     農地は、将来にわたり食料を安定供給するための基本的な土地資源であるとと

もに重要な生産基盤である。また、水及び大気の浄化機能、治水機能及び緑地空

間として良好な自然環境を保全する役割を果たしている。このため、農業振興地

域内の農用地については、無断転用の防止及び耕作放棄を抑制して、優良なる農

用地を維持保全するとともに、生産性を向上させ、持続的な農業の構築に取り組

んでいく。 

     作付や再生が可能な遊休農地は、所有者による適切な管理に加え、多様な主体

による直接的・間接的な参画等により、農地としての最適化を検討する。一方、

再生、継続利用が見込めない区域の遊休農地は、非農地判断し山林等と一体活用

する。 

なお、住宅地の中に点在あるいは宅地と連担した農地は、農地法による転用を

弾力的に検討し、守るべき農用地と区別していく。 
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（２）森林 

  森林は、木材等の供給源として生産機能を有する経済的機能ばかりでなく、水資

源のかん養や防風、土砂流出及び崩壊防止などによる町土の保全、さらに緑の景観

や自然環境の保全、レクリエーションの場の提供といった多くの公益的機能を有し

ている。このため、生産性の高い優良な森林の確保、育成はもとより、森林のもつ多

面的な機能を総合的に発揮しうるよう計画的に森林の整備と確保を図る。 

     また、都市及びその周辺の森林については、防災及び良好な生活環境を確保 す

るため、積極的に緑地としての保全及び環境を図り、農村周辺の森林については、

防災上の配慮をしつつ良好な自然環境の保全に努める。 

     また、森林から工業用地、レクリエーション施設等用地への転換に当たっては、

その面積を必要最小限度に止め、森林の持つ諸機能と緑地の保全とともに、周辺の

生活環境への影響についても十分配慮するものとする。 

（２）森林 

  森林は、木材等の供給源として生産機能を有する経済的機能ばかりでなく、水資

源の涵養や防風、土砂流出及び崩壊防止などによる町土の保全、さらに緑の景観や

自然環境の保全、レクリエーションの場の提供といった多くの公益的機能を有し

ている。 

森林所有者は世代交代が進み、持続的な森林施業が行われず適切な保全が行われ

ないことが懸念されている。このため、生産性の高い優良な森林の確保、育成はも

とより、森林の持つ多面的な機能を総合的に発揮しうるよう計画的に森林を整備

し、効率的な森林経営のため、林業事業体と連携し、長期的な施業の受委託の普及・

定着を図っていく。 

     都市及びその周辺の森林については、防災及び良好な生活環境を確保するため、

積極的に緑地として保全し、農村周辺の森林については、防災上の配慮をしつつ

良好な自然環境を保全する。 

     また、森林から工業用地、レクリエーション施設用地及び太陽光発電施設用地

等に転換する場合は、その面積を必要最小限に止め、森林の持つ諸機能と緑地の

保全とともに、周辺の生活環境や災害発生への影響についても十分に配慮するも

のとする。 

（３）水面・河川・水路 

     水は、重要かつ不可欠な限りある資源であるという認識のもとに、防災上の配慮

をしつつ、町民生活及び生産活動などに必要な用水を安定的に確保しなければなら

ない。 

     水面については、水資源の確保及び農用地のかんがいとしての役割のほか、治水

などの防災上の機能を有し、更には町民に潤いを与える空間としての役割を果たし

ている。このため、その管理を適切に行うとともに保全し、その機能の維持拡大に

努める。 

（３）水面・河川・水路 

     水は、重要かつ不可欠な限りある資源であるという認識のもとに、防災上の配

慮をしつつ、住民生活及び生産活動などに必要な用水を安定的に確保しなければ

ならない。 

     水面については、水資源の確保及び農用地の灌漑としての役割のほか、治水な

どの防災上の機能を有し、更には住民に潤いを与える空間としての役割を果たし

ている。このため、適切な管理のもとに保全し、その機能を維持・向上させてい

く。 

（４）道路 

    道路は、町民生活を支える根幹的な公共施設であり、人、自転車、自動車等の移

動空間としての役割を果たすばかりでなく、コミュニティの形成、町の美観創出、

防災上必要な空間の確保として多様な機能を有し、産業の発展等、町民生活の向上

を図るうえで必要不可欠である。 

    一般道路については、経済動脈である主要幹線と東西軸の幹線を強化し、更に町

道への連携機能を強化するとともに、多様化・高度化する町民の要請に応えつつ、

道路交通安全の確保とその円滑化を図り、生活環境の改善及び活力とゆとりのある

地域社会の形成に資するために、必要な用地の確保を図る。 

    農道及び林道については、農林地の適正な管理と農林業の作業効率の向上及び生

産性の向上を図るため、必要な用地確保を図る。 

（４）道路 

    道路は、住民生活を支える根幹的な公共施設であり、人、自転車、自動車等の移

動空間としての役割を果たすばかりでなく、コミュニティの形成、町の美観創出、

防災上必要な空間の確保として多様な機能を有し、産業の発展や住民生活を向上

させるうえで必要不可欠である。 

    国道や県道の幹線道路は経済動脈としての機能に加え、災害時の移動ルート及

び物流路線としての機能が確実に発揮されるよう、関係機関と連携して維持強化

していく。町道は住民生活に最も密着しており、災害時や緊急時において住民の

生命や財産を守るための重要なインフラとして、さらには、快適な移動空間とな

るよう、引き続き計画的に整備・維持していく。 

    林道については、林地の適正な管理、林業の作業効率及び生産性を向上させる

ため、現道の維持及び路網の整備を図る。 
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（５）住宅地 

     住居は、衣食とともに町民生活の原点であり、町の美しさの創造等人間味あふれ

る町づくりの主軸でもある。住宅地については、人口及び世帯数の増加、都市化の

進展等に伴う住宅需要に対応するため、周辺の環境保全に配慮しつつ生活関連施設

の整備を促進しながら、必要な住宅用地の確保を図る。 

 既存の市街地については、残存農地の宅地化及び区画街路、公園等の都市施設の

充実を図る。さらに、日詰西地区をはじめ新たな住宅地の開発については、農林業

の生産環境の保全に十分留意し、快適な居住環境の形成を図り、明るく住みよい町

として誘導する。 

（５）住宅地 

     住宅地については、住民の生命、身体及び財産が保護され、住民誰もが安全に、

安心して住み続けられることが最も重要である。そのため、宅地化が可能な土地

であっても自然災害のリスクが高い区域内に存在する場合は、長期的視点から住

居用としての利用を一定程度抑制していく。 

他方で、安全な宅地を確保するための新しい区域の創出について、併せて検討

を進めていく。その場合は、周辺環境や生産基盤の確保等との調和に十分配慮す

る。 

（６）工業用地 

     工業用地については、既存企業の振興と企業誘致が望まれていることから、住・

工混在の状況にある既存企業の再整備を進める一方、新規工業団地の造成を図り、

ハイテク、研究開発分野を含めた企業の誘致を推進する。そのため、周辺の自然環

境及び生活環境の保全を図りつつ、農林業の生産基盤との調整に十分配慮しなが

ら、計画的に必要な用地の確保に努める。 

（６）工業用地 

     工業用地については、既存企業の振興とともに企業誘致による雇用創出につな

がる活用が望まれている。近年問合せが増加している物流拠点用地をはじめ、民

間の大規模な土地需要に対して、機を逸することなく円滑に対応できるよう、周

辺の自然環境及び生活環境の保全や農業生産基盤の確保に十分配慮しながら、計

画的かつ柔軟に必要な用地を確保していく。 

（７）その他宅地 

     事務所、店舗用地等については、地理的要因と消費者意識の多様化、モータリー

ゼーションの発達による消費形態の変化といった心理的要因を考慮しつつ、時代に

即応した新しいコンセプトに基づく商業空間の形成をめざし、必要な用地の確保を

図る。 

（７）その他宅地 

     事務所、店舗用地については、小売店の出店ニーズが増加傾向にあることから、

用途地域内の低未利用地の活用とともに、空き店舗等の遊休不動産の効果的な活

用を促していく。 

（８）その他 

文教施設、公園緑地、福祉施設及び交通安全等の公共施設用地については、町民

が豊かで快適な生活を営む上で不可欠であるため、環境の保全及び総合的かつ適正

な配置に留意しながら、行政需要の多様化と増大に適切に対応するよう、必要な用

地の確保を図る。 

（８）その他 

教育関連施設や子育て関連施設、福祉施設等の用地については、人口の動向や多

様な住民ニーズ等を適切に捉え、周辺環境に十分配慮しながら、必要な用地を確保

していく。 

学校再編に伴う小学校跡地などの遊休不動産については、地域ニーズに配慮し

ながら、民間事業者による利活用を積極的に促していく。 
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  ３ 地域類型別の町土利用の基本方向 

  （１）市街地 

     市街地（主に用途地域内）においては、人口減少下においても必要な都市機能

を維持・確保するとともに、環境負荷の少ない安全で暮らしやすい都市の形成を

目指していく。 

オガールプロジェクトの効果や岩手医大移転等の影響により、当町の市街地で

は近年、開発行為の件数が増加傾向であり、用途地域内において宅地化が可能な

土地が不足してきている。一方で、郊外への宅地の無秩序な拡大は、市街地の低

密度化が進み、非効率な都市運営につながる可能性を孕んでいる。このため、地

域の状況等も踏まえつつ、都市機能や居住を中心市街地へ適切に誘導していく。

併せて、用途地域内での更なる宅地化、低未利用地や空き家等の有効活用などに

より、効率的な土地利用を推進していく。 

他方、当町は北上川沿いや東西の山沿いに住宅地が存在しているが、これらの

中には、浸水区域や土砂災害危険区域に含まれる住宅地が存在している。年々激

甚化する自然災害から住民の生命、身体及び財産を守る観点から、災害リスクの

高い区域においては、住居系用途を目的とした開発行為について、長期的視点か

ら新規利用を一定程度抑制していく。併せて、安全な宅地を確保できる新しい区

域の創出について検討を進めていく。 

   （２）農村部 

     農村は、生産と生活の場であるだけでなく、豊かな自然環境や美しい景観の形

成機能、治水機能、生物多様性の保全機能など、都市部にとっても重要となる多

面的な機能を有している。 

     平地部では土地改良事業によって農用地が大規模区画に整備され、農業生産の

効率化が図られてきた。一方で、年々進行する農業従事者の高齢化や農業後継者

不足により、農用地の維持・保全が困難になってきている状況もある。そのため、

農業の担い手対策を一層強化・充実させるとともに、当町の基幹産業である農業

の生産基盤をしっかりと維持していく。また、中山間地域においても、国の交付

金制度等を活用しながら、集落等を単位として農地を適切に維持管理していく。 

     用途地域と隣接する一部の区域においては、将来的な需要に応じて宅地化転換

の検討を可能とする「都市成長検討ゾーン」をあらかじめ設定することで、柔軟

かつ高度な土地利用を行っていく。 

     また、農村部の散居による居住形態については、農村文化や美しい農村景観の

形成要素となっている一方で、将来的な人口減少を見据え、地域コミュニティの

維持や生活関連サービスへの効率的なアクセス等の観点から、地域内で住居が一

定程度まとまっている場所や、その地域の核となる施設を中心とした場所に“集

住”するという考え方についても、土地利用の選択肢の一つとして理解を深めて

いく。 
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Ⅱ 町土の利用区分に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 Ⅲ 町土の利用区分に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 

１ 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

  ① 計画に基準年次は、平成元年とし、中間年次及び目標年次は、それぞれ平成７年、

平成12年とする。 

  ② 町土の利用に関して、基礎的な前提となる人口及び世帯数については、平成12年に

おいてそれぞれ33,000人、8,900世帯に達するものと想定する。 

  ③ 町土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地目区分とする。 

  ④ 町土の利用区分に応じた区分ごとの規模の面積については、利用区分別の町土の過

去の推移、現況を基礎に目標人口、社会的変化要因等を考慮して利用の実態との調整

を図りながら定めるものとする。 

  ⑤ 町土利用に関する基本構想に基づく、平成７年及び平成12年における町土の利用目

的に応じた区分ごとの規模目標は、次の表のとおりである。 

１ 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

  ① 計画に基準年次は令和３（2021）年とし、目標年次は令和11（2029）年とする。 

  ② 町土の利用に関して、基礎的な前提となる人口及び世帯数については、令和11年

においてそれぞれ31,000人、14,000世帯になると想定する。 

  ③ 町土の利用区分は、農地、森林、宅地等の地目区分とする。 

  ④ 町土の利用区分に応じた区分ごとの規模の面積については、利用区分別の町土の

過去の推移、現況を基礎に目標人口、社会的変化要因等を考慮して利用の実態と調

整しながら定めるものとする。 

  ⑤ 町土利用に関する基本構想に基づく令和11（2029）年における町土の利用目的に

応じた区分ごとの規模目標は、次の表のとおりである。 

 表 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

（単位：㏊・％） 

利用区分 基準年次 

平成元年 

中間年次 

平成７年 

目標年次 

平成12年 

構成比 

元年 ７年 12年 

農用地 6,235 6,145 6,000 26.1 25.7 25.1 

 農地 6,230 6,140 5,995 26.1 25.7 25.1 

採草放牧地 5 5 5 0.0 0.0 0.0 

森林 13,913 13,824 13,311 58.2 57.8 55.6 

原野 0 0 0 － － － 

水面・河川・水

路 

560 634 739 2.3 2.6 3.1 

道路 1,173 1,190 1,226 4.9 5.0 5.1 

宅地 729 817 1,028 3.0 3.4 4.3 

 住宅地 564 594 635 2.3 2.5 2.7 

工業用地 52 78 222 0.2 0.3 0.9 

その他宅地 113 145 171 0.5 0.6 0.7 

その他 1,316 1,316 1,622 5.5 5.5 6.8 

計 23,926 23,926 23,926 100.0 100.0 100.0 

 注）（１）道路は、一般道路及び農林道である。 

 

 [表] 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

（単位：㏊、％） 

利用区分 基準年次 

令和３年 

目標年次 

令和11年 

構成比 

令和３年 令和11年 

農地 5,600 5,568 23.4 23.3 

森林 13,603 13,412 56.9 56.1 

原野 0 0 0 0 

水面・河川・水路 705 709 2.9 3.0 

道路 2,307 2,312 9.7 9.7 

宅地 921 938 3.9 3.9 

 住宅地 712 727 3.0 3.0 

工業用地 32 31 0.1 0.1 

その他宅地 177 180 0.7 0.7 

その他 762 959 3.2 4.0 

計 23,898 23,898 100.0 100.0 

 （注）１ 道路は、国道、県道、町道及び林道である。 

    ２ 各利用区分の構成比は、四捨五入の関係で各々の内訳の構成比の合計と合わ

ない箇所がある。 

 ２ 地域別の概要 

   地域区分は、当町における自然的、社会的、経済的諸条件を勘案して行うものとし、

西部（水分・志和）、中央部（日詰・古館・赤石）、東部（長岡・彦部・佐比内・赤沢）

の３地域に区分する。 

 ２ 地域別の概要 

   地域区分は、当町における自然的、社会的、経済的諸条件を勘案して行うものとし、

中央部（日詰、古館及び赤石）、西部（水分及び志和）、東部（彦部、佐比内、赤沢及

び長岡）の３地域に区分する。 
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  ① 西部地域 

    この地域の大部分は、奥羽山系の山々が連なり、その間の標高300メートルほどの位

置に山王海ダムがあり、周囲の水田に潤いを与えている。また東根山の裾野に広がる

平野一帯は、水田を主体として、野菜、畜産等の複合経営が進んでいる。 

    主要交通機関としては、東北縦貫自動車道が南北に走り、当地域に紫波インターチ

ェンジがあり、町の産業の流通に大きな役割を担っている。 

    森林については、水源のかん養、町土の保全、自然環境の保全等の機能を持ってい

ることから、これらの機能を総合的に高める。 

    また、あづまね温泉の開発を促進するとともに、山王海ダムの改修と併せてその周

辺の整備を図り、景観に優れた観光ゾーンとして、町民の憩いの場を創出する。 

    農用地については、農業生産基盤の整備を促進し、優良農用地の確保に努め

る。農村集落については、快適な居住環境の整備を図る。 

  ① 中央部地域 

    中央部地域は概ね平坦であり、ＪＲ東北本線と国道４号が南北に走っている。平

成５（1983）年に区域の変更・追加を経て、国道４号沿線の598.7ヘクタールが用途

地域の指定を受けている。農地については、耕作地が集団化しており、水利も十分

確保できることから、水田に適する面積も多く保有している。 

    近年は、令和元（2019）年の岩手医科大学付属病院の矢巾町移転を一つの契機と

して、赤石地区を中心に子育て世代の転入が増加傾向にあり、宅地需要も旺盛であ

る。こうした背景から、中央部地域内で宅地化が可能な土地が少なくなってきてい

る。 

一方、水害による災害危険区域内に存在する宅地や、低未利用土地であっても、例

えば急傾斜地や大規模な盛土を必要とするような土地は将来的な災害リスクを孕ん

でおり、住民の生命、身体及び財産を守ることを念頭に置けば、長期的視点から利用

を一定程度抑制していくことが望ましい。 

併せて、災害リスクの低い低未利用地の掘り起こしや空き地（空き家）の再利用に

よって宅地を確保していく。 

また、民間の大規模な事業用地需要のほか、住民が安全に安心して暮らすという観

点から、必要とする宅地の確保については、用途地域に隣接する一部の区域に、将来

的な需要に応じて宅地化転換の検討を可能とする「都市成長検討ゾーン」をあらかじ

め設定して、柔軟に対応していく。 

  ② 中央部地域 

    この地域は、概ね平坦であり、東北本線と国道４号が南北に走る人口の増加地域で

ある。この国道４号沿線の510ヘクタールが昭和60年に用途地域の指定を受けた。また

農用地では、耕作地が集団化しており、水利も十分確保できることから、水田に適す

る面積も多く保有している。 

    今後も人口の増加が予想され、道路網整備等の生活・産業基盤の整備にともない、

都市機能を集積した近代的な町づくりが求められていることから、用途地域の見直し

を行い、区画整理事業等による都市的な開発を図り、当町として、より明確に位置付

ける。 

    なお、用途地域の見直しの際には、農業的土地利用との計画的な調整を図り、優良

な農用地が確保されるよう十分考慮する。 

 

  ② 西部地域 

    西部地域には奥羽山系の山々が連なり、その間の標高300メートルほどの位置に山

王海ダムがあり、周囲の水田に潤いを与えている。また、住民に親しまれている東

根山の裾野に広がる平野一帯では、稲作を主体に、野菜、畜産等との複合経営が進

んでいる。そのため、基幹産業である農業の生産基盤として優良農地を維持・保全

し、生産性を向上させていく。 

農村部の散居による現在の居住形態については、将来的な人口減少を見据え、地域

コミュニティの維持や生活関連サービスへの効率的なアクセス等の観点から、地域内

で住居が一定程度まとまっている場所や、その地域の核となる施設を中心とした場所

に“集住”するという考え方について、土地利用の選択肢の一つとして理解を深めて

いく。 

    この地域にある東北縦貫自動車道紫波インターチェンジは、町の観光や流通など

産業に大きな役割を担っている。特に流通分野においては、近年、物流拠点の立地

に関する問合せが増加しており、町内の経済や雇用の活性化の観点からも、優良農

地の適切な保全に配慮しながら、農村地域における企業立地には柔軟に対応してい

く。 

    森林については、水源の涵養、町土の保全、自然環境の保全等の多面的機能を有

していることから、これらの機能を総合的に高めていく。 
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  ③ 東部地域 

    この地域は、北上川と北上山地に挟まれた平坦地と、比較的傾斜の緩い丘陵に囲ま

れた集落地に分けられ、平坦地では肥沃な土地を利用した水稲栽培が行われ、山間部

では一帯が畑作地帯であり果樹の適地となっているが、耕作地として利用されている

のはわずかで、大部分が林野となっている。 

    主要な交通としては、南北に国道396号が山あいを走り、地域内の農業集落を結んで

いる。 

    今後は、農用地の効率的利用を促進しつつ、農業協同組合や生産組織等との連携を

強化し、農林道の整備や、特色を生かした特産品づくりを進め、農林業の振興を図る。 

    森林については、自然災害の防止及び良好な生活環境を確保するために、緑地とし

ての保全及び整備に努め、町土の保全に資する保安林を適正に保存する。 

    また、本地域は県内でも有数の果樹生産地であり、その風土を生かした栽培体系を

確立し、フルーツの里づくりを促進させるとともに、都市と農村の交流を活発にさせ、

体験型観光施設としてフルーツパークの整備を図る。 

    一方、新規工業団地の造成を進め、企業誘致を積極的に推進する。 

  ③ 東部地域 

    東部地域は、北上川と北上山地に挟まれた平坦部と、比較的傾斜の緩い丘陵に囲

まれた中山間部に分けられる。平坦部では肥沃な土地を利用した水稲栽培が行われ

ている。中山間部では一帯が畑作地帯で果樹生産の適地となっており、県内有数の

ぶどうやりんごの生産地となっている。また、産地直売所やワイナリーなど都市と

農村との交流拠点が立地していることや、果樹栽培や農村での暮らしに関心を持つ

若者の流入も少しずつ生まれてきており、農村活性化に良い兆しが見え始めている。 

当地域の特性上、傾斜地が多く耕作地として利用されている土地はわずかであるこ

とや、遊休農地も増加傾向といった状況にあるが、農業や農村に関心を持つ都市住民

や若者が少しずつ増えている。こうした機運をしっかりと捉えて農業担い手の育成や

確保につなげるとともに、農地の維持・保全、遊休農地の利活用につなげていく。ま

た、国の交付金制度等を活用しながら、集落等を単位として農地を適切に維持管理し

ていく。 

    森林については、自然災害の防止及び良好な生活環境を確保するために、緑地と

して保全・整備し、町土の保全に資する保安林を適切に保存する。なお、太陽光発

電施設用地としての活用は地球温暖化対策の一助となる一方で、治山・治水の防災

面や農村景観の保全の観点に立てば周辺環境に大きな影響を与える可能性があるこ

とから、慎重な検討のもとに総合的に判断する必要がある。 

当地域も散居の形態が多く見受けられるが、将来的な人口減少を見据え、地域コ

ミュニティの維持や生活関連サービスへの効率的なアクセス等の観点から、地域内

で住居が一定程度まとまっている場所や、その地域の核となる施設を中心とした場

所に“集住”するという考え方について、土地利用の選択肢の一つとして理解を深

めていく。 

Ⅲ Ⅱに掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 Ⅳ Ⅲに掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

 １ 国土利用計画法等の適切な運用 

国土利用計画法をはじめとして、都市計画法、農地法、農業振興地域の整備に関する法

律、森林法、その他土地利用関係法等の適切な運用により、町土における土地利用の総合

的かつ計画的な調整を推進し、適切かつ合理的な土地利用の確保と地価の安定を図る。 

１ 公共の福祉の優先 

土地利用については、公共の福祉を優先させるとともに、地域の自然的・社会的経済

的及び文化的な諸条件に応じた適正な利用につながるよう、各種の規制措置、誘導措置

等を通じた総合的な対策の実施と、県計画など土地利用の諸計画との調和のもとに均

衡のとれた土地利用を進めていく。 

 ２ 地域整備施策の推進 

   町内の都市的土地利用を推進すべき地域においては、計画的に良好な市街化を誘導

し、都市基盤整備等の整備を図る。 

また、農林業的土地利用を推進すべき地域においては、土地基盤整備事業を推進しつ

つ、集落環境施設の整備を図り、地域の特性に応じた生産環境、生活環境及び自然環境

に配慮し、総合的に均衡ある発展を図る。 

２ 国土利用計画法等の適切な運用  

国土利用計画法をはじめ、都市計画法、農地法、農業振興地域の整備に関する法律、

森林法、その他土地利用関係法等の適切な運用により、町の区域内における土地利用の

総合的かつ計画的な調整を推進していく。 
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 ３ 土地利用にかかる環境の保全及び安全の確保 

  ① 町土の保全、公害の防止、自然環境の保全、歴史的風土の保存及び文化財の保護等

を図るため、関係法令を適切に運用し、無秩序な開発行為等の規制措置を講ずる。 

  ② 良好な環境を確保するため、開発行為については、自然環境及び生活環境に与える

影響に十分配慮し、必要に応じて環境影響評価を実施することなどにより、適正かつ

有効な土地利用を図る。 

  ③ 潤いのある環境を確保するため、豊富な自然環境の体系的な保全及び整備を図る。

市街地及び周辺においては、緑地空間及び水辺空間の積極的な保全・創出を図り、緑

化等により美しく良好な町並みを形成し、ゆとりある快適な生活環境を確保する。 

  ④ 良好な環境の保全を図るため、住居系、商業系、工業系統の用途に応じた適正な土

地利用への誘導に努める。また、公害の未然防止を図るため、監視・指導活動の強化、

関係各機関との連携により生活環境の保全および改善に努める。 

３ 町土の保全と安全性の確保 

① 町土の保全、公害の防止、自然環境の保全、歴史的風土の保存及び文化財の保護等

のため、関係法令を適切に運用し、無秩序な開発行為等の規制措置を講ずる。 

  ② 開発行為については、自然環境及び生活環境に与える影響に十分配慮し、必要に

応じて環境影響評価を実施することなどにより、適正かつ有効な土地利用を進めて

いく。 

  ③ 潤いのある環境を確保するため、豊富な自然環境を体系的に保全・整備していく。

市街地及び周辺においては、緑地空間及び水辺空間を積極的に保全・創出する。ま

た、緑化等により美しく良好な町並みを形成し、ゆとりある快適な生活環境を確保

していく。 

  ④ 住居系、商業系、工業系等の用途に応じた適正な土地利用により、快適な住環境

や活力ある産業の基盤を構築していく。また、公害を未然に防止するため、関係機

関と連携し、監視や指導を強化していく。 

 ４ 土地利用の転換の適正化 

  ① 農用地の利用転換については、食料生産の確保、農業経営の安定及び地域農業に及

ぼす影響等に配慮するとともに、農業振興地域の整備に関する法律、農地法等の適切

な運用により、農業以外の土地利用との調整を図りながら、無秩序な転用を抑制し、

優良な農用地が確保されるよう十分配慮して行う。 

  ② 森林の利用転換については、森林の公益的機能の維持確保と林業経営の安定に配慮

し必要最小限に止め、災害の防止、水源のかん養、レクリエーションの場の確保、自

然環境の保全等に十分配慮し、国土利用計画法、森林法等の適切な運用により周辺の

土地利用の調整を図りながら行う。 

  ③ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範囲に及ぶため事前に十分な調

査を行い、周辺地域の生産基盤、生活基盤及び自然環境等の保全に十分配慮しつつ、

町土の適正な土地利用の確保に努める。 

 

４ 自然と共生した持続可能なまちの実現 

  町勢発展のためには、町土を有効活用してまちづくりを進めていく必要があるが、

町の貴重な資源であり財産である自然を適切に保全し、都市との調和に配慮しながら、

将来にわたって持続可能なまちにしていかなければならない。 

  そのためにも、有害鳥獣の対策を講じつつ、すべての生き物と自然を共有し共生で

きる環境を保全していく。また、緑地・水面等の効率的な配置に取り組み、環境負荷の

小さい土地利用を進めるとともに、地球温暖化対策を加速し、脱炭素社会の実現に向

けた取組を一層推進していく。 
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 ５ 土地の有効利用の促進 

  ① 農用地については、水田の汎用化、集団化を図り、効率的な農業を行うためのほ場

整備を推進し、農産物の輸送の合理化を図るための農道整備等の農業基盤の整備を推

進する。また、当町は、県内でも有数の果樹産地であり、より一層の優良品種の導入

を図り、フルーツの里づくりを推進し、都市と農村の交流を活発化させるファミリー

農園の設置等による、農地の有効利用を図る。 

  ② 森林については、木材生産機能等の経済的機能と防災、自然環境の保全等の公益的

機能を総合的に発揮させるため、適切な土地利用の調整を図りつつ、必要な森林を確

保する。林業構造改善事業をはじめとする各種事業を導入し、林道の開設に努め、除・

間伐と保護育成を促進する。 

    また、水資源のかん養・防災、修景緑地等公益的機能が高い森林は、その機能の維

持増進を図る。 

    なお、利用状況及び森林としての諸機能が低位なものについては、防災、自然環境

の保全に配慮しつつ、地域の実情に応じた有効利用を図る。 

  ③ 住宅地については、良好な宅地を適正な価格で供給できるように、公的機関による

諸施設の完備された宅地開発を敵地において計画的に推進するとともに、民間資本に

よる宅地開発の導入も図る。また既存の農業集落との調和に配慮した町づくりがなさ

れるよう努める。 

  ④ 工業用地については、周辺との調和を図りながら、工業団地の整備を推進し、人材

の定着化と安定化等を図り、町内雇用の場とする。また、既存企業の振興のため、同

業種の協業化、異業種の融合等による企業の合理化を誘導する。 

  ⑤ 低・未利用地については、町土の有効利用を促進するため、国土利用計画法による

遊休土地に関する制度の適切な運用等により、適正な利用を促進する。 

５ 土地の有効利用の促進  

  ① 農地について、水田の整備率（96.5％）は県内トップクラスである。引き続き優

良農地を維持保全するとともに、未整備水田についても、将来需要を適切に捉えな

がら、必要な整備について検討していく。 

なお、農業基盤の整備にあたっては、効率的な事業実施や環境との調和に配慮し、

良好な生態系や景観等を形成・維持することにより、地域の生物多様性を保全してい

く。 

樹園地については、県内有数の果樹産地としての生産基盤を維持していく。 

  ② 森林については、木材生産等の経済的機能と防災、自然環境の保全等の公益的機

能を総合的に発揮させるため、適切に土地利用を調整し、必要な森林を確保する。

林道については効率的な森林施業、森林の適正な管理経営並びに農山村地域の振興

につながるよう計画的な整備を推進する。 

    また、水源の涵養・防災、修景緑地等公益的機能が高い森林は、その機能を維持

し、増進させていく。 

    なお、利用状況及び森林としての諸機能が低位なものについては、防災や自然環

境の保全に配慮しつつ、地域の実情に応じた有効利用を検討する。 

  ③ 住宅地については、住民の生命、身体及び財産の保護を第一に、災害リスクの低

い宅地のほか、低未利用地や空き地（空き家）の再利用によって安全な宅地の確保・

活用を促していく。また、既存の集落と調和した町づくりがなされるよう配慮する。 

  ④ 工業用地については、周辺との調和に配慮しながら、需要に応じて既存用地の拡

大や新規団地の整備を検討していく。 

  ⑤ 低未利用地については、国土利用計画法による遊休土地に関する制度の適切な運

用により、有効活用を促していく。 

 ６ 土地に関する調査の推進 

   町土の適切な利用を図るため、必要に応じて町土に関する基礎的な調査を実施すると

ともに町民に対する調査成果の普及、啓発を図る。 

６ 土地利用転換の適正化 

① 農地の利用転換については、食料生産基盤の確保や農業経営の安定化及び地域農

業に及ぼす影響に配慮するとともに、農業振興地域の整備に関する法律、農地法等の

適切な運用により無秩序な転用を抑制し、優良な農用地が確保されるよう十分配慮

して行う。 

  ② 森林の利用転換については、森林の公益的機能の維持確保と林業経営の安定に配

慮し必要最小限に止め、災害の防止、水源の涵養、レクリエーションの場の確保、

自然環境の保全等に十分配慮し、国土利用計画法、森林法等の適切な運用により周

辺の土地利用と調整しながら行う。 

  ③ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範囲に及ぶ可能性があるため、

事前に十分な調査を行い、周辺地域の農業生産基盤や生活基盤及び自然環境等の保

全に十分配慮して土地利用を行う。 

 ７ 土地に関する調査の推進 

   土地の適正かつ計画的な利用につなげるためには、土地に関する総合的かつ科学的

なデータが欠かせない。農業振興地域や都市計画区域などの指定に伴う土地利用現況

調査や自然環境保全調査など土地に関する基礎的調査を継続しながら、土地に関する

情報を整備するとともに、その調査結果を公表していく。 
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現行 改定（案） 

 ８ 多様な主体の連携・協働による町土の有効利用 

  所有者等による適切な管理、国や県、町による公的な役割に加え、住民、ＮＰＯ、関

係団体、事業者等の多様な主体による森林づくり活動や環境保全活動、農地の保全管

理活動などの直接的な参画を推進するとともに、地元農産品や地域材製品の購入、緑

化活動に対する寄付などの間接的な町土管理につながる取組などを通じて、町土の有

効利用を推進していく。 

  

 


